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１．基本的考え方 
(1) 社会的養護の理念、機能、基本的方向について 

○社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとと
もに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと 

社会的養護とは 

社会的養護の理念 

社会的養護の機能 

社会的養護の基本的方向 

子どもの養育における社会的養護の役割 

① 養育機能・・家庭での適切な養育を受けられない子どもの養育 
② 心理的ケア等の機能・・適切な養育が受けられなかったことによる発達のゆがみや心の傷を回復 
③ 地域支援等の機能・・親子関係の再構築支援、自立支援、アフターケア、地域における養育の支援 

①子どもの最善の利益のために  ②社会全体で子どもを育む 

①子どもの養育の場としての社会的養護 
②虐待等からの保護と回復 
③貧困や児童虐待の世代間連鎖を防ぐために 
④ソーシャルインクルージョン(社会的包摂）のために 

① 家庭的養護の推進・・家庭的養護（里親、ファミリーホーム）を優先 
施設養護でも、できる限り家庭的な環境で養育（小規模グループケア、グループホーム）を推進 

② 専門的ケアの充実・・虐待を受けて心に傷を負った子ども等への専門的な知識や技術によるケア 
③ 自立支援の充実・・自己肯定感を育み自分らしく生きる力、他者を尊重し共生する力、生活スキル、社会的スキルの獲得 
④ 家族支援、地域支援の充実・・虐待防止の親支援、親子関係の再構築、施設による里親等の支援、地域における子育て支援 

 社会的養護は、かつては、親が無かったり、親に育てられない子どもへの施策であったが、現在では、虐待を受けて心に傷を 
もつ子ども、何らかの障害のある子ども、ＤＶ被害の母子などへの支援を行う施策へと役割が変化しており、その役割・機能の変
化に、社会的養護のハード・ソフトの変革が遅れている。 

 子育て支援施策を充実させていく中で、社会的養護の対象となる子どもにこそ、特に支援の充実が必要。 



【社会的養護】 

市町村の子育て支援事業 
 

要保護児童対策地域協議会 
（子どもを守る地域ネットワーク） 
 

【家庭的養護】 

2 

養育里親 

ファミリー 
ホーム 

養子縁組 

養子縁組 
希望里親 

親族里親 

児童相談所 
（都道府県・指定都
市・児相設置市） 

【施設養護】 

乳児院 情緒障害児 
短期治療施設 

児童自立 
支援施設 

児童養護 
施設 

母子生活 
支援施設 

自立援助
ホーム 

地域小規模 
児童養護施設 

小規模 
グループケア 

児童家庭 
支援センター 

施設が支援 

里親支援機関 

(2) 社会的養護と市町村の子育て支援施策との連携  

市町村 

○都道府県等の児童相談所への虐待相談が急増（平成１０年７千件→平成２１年４万４千件）する中で、市町
村の児童家庭相談、要保護児童対策協議会、子育て支援事業が法律上明記され、市町村の役割が強化された。 

○児童相談所を中心とした社会的養護は、市町村の児童家庭相談や子育て支援事業と一連につながるものであ
り、密接に連携して推進することが必要。 

要支援児童, 
  その家庭  

乳児家庭 
全戸訪問事業 

保育所・ 
幼稚園 

地域子育て 
支援拠点事業 

ファミリー 
サポート 
センター 

要保護児童（保護者の
ない児童又は保護者に
監護させることが不適
当と認められる児童） 

・要支援児童（保護者の養育を支援することが特に
必要と認められる児童） 

・特定妊婦（出産後の養育について出産前において
支援を行うことが特に必要と認められる妊婦） 

特定 
妊婦 

放課後児童 
健全育成事業 

養育支援 
訪問事業 

一時預か
り事業 

家庭的 
保育事業 ショート・ 

トワイライト 
ステイ 

児童委員 

司法機関 

警察 

病院・ 
診療所 学校 

保健所 

要保護児童等（要保護児童、要支
援児童、その保護者、特定妊婦）に
関する情報交換、支援内容の協議 

要保護児童, 
その家庭 

専門里親 

福祉事務所 

施設が地域支援、 
退所者支援 



２．社会的養護の施設等種別ごとの課題と将来像 
(1) 児童養護施設の課題と将来像 

 
 

 
 

施設規模 大 
 

ケア単位 大 
（大舎制、中舎制） 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア 

施設が開設 
及び支援 

施設が里親支援 
と里親委託推進 

里
親 

本体施設の   
小規模化 
高機能化 

地
域
小
規
模
児
童
養
護 里

親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

里
親 

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

施設機能の地域分散化・家庭的養護の推進 
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○できる施設から順次進め、着実に推進。 
○今後の施設の新築・改築に当たっては、本体施設の小規模化、地域分散化を条件に 
○小規模グループケアの普及のためには、基本の人員配置の引上げ、宿直加算の全グループ化が必要 
○グループホームやファミリーホームは、住宅を賃借して行う場合も多く、賃借料の補助が必要 
○個々のグループの孤立と密室化を防ぐため、研修の充実と施設全体の組織的運営体制が重要 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア 

地域支援の
拠点機能 

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア 

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア 

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア 

児童養護施設の７割が大舎制で、定員１００人を超える大規模施設もある。社会的養護が必要な子どもを、
できる限り家庭的な環境で、安定した人間関係の下で育てることができるよう、家庭的養護を強力に推進。 

①小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進 
 ケア単位の小規模化 → 将来は全施設を小規模グループケア化（オールユニット化）  
 本体施設の小規模化 →  定員４５人以下に 

 グループホームの推進、ファミリーホームの設置、里親の支援 →施設は地域の社会的養護の拠点に 

②本体施設は、精神的不安定等が落ち着くまでの専門的ケアや、地域支援を行うセンター施設として、高機能化 

グループホーム 
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地域分散化した施設機能（７０人～９０人） 

児童養護施設（定員４８人）（地域小規模を除く部分４２人） 

本体施設（定員１４人） 

地域小
規模児
童養護 

6人 

ファミ 
リー 
ホーム 
 6人 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

小規模
グルー
プケア 

7人 

施設が設置/支援 

施設が支援 
（10～20人） 

ファミ 
リー 
ホーム 
 6人 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

小規模
グルー
プケア 

7人 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

地域分散化した施設機能（７０人～９０人） 

児童養護施設（定員４８人）（地域小規模を除く部分４２人） 

本体施設（定員２８人） 

地域小
規模児
童養護 

6人 

ファミ 
リー 
ホーム 
 6人 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

小規模
グルー
プケア 

7人 

施設が設置/支援 

施設が支援 
（10～20人） 

ファミ 
リー 
ホーム 
 6人 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

里親  
1～２ 

小規模
グルー
プケア 

7人 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

小規模
グルー
プケア 

7人 

 

小規模
グルー
プケア 

7人 

小規模
グルー
プケア 

7人 

本体施設（ユニットケア） グループホーム 家庭的養護 

本体施設（ユニットケア） グループホーム 家庭的養護 

地域分散化を進める児童養護施設の姿 
○児童養護施設の姿は、１施設につき、小規模グループケア６か所までと小規模児童養護施設１か所を持ち、

小規模グループケアは本体施設のユニットケア型のほか、できるだけグループホーム型を推進する。 
○また、１施設につき概ね２か所以上のファミリーホームを持つとともに、地域に施設と連携する里親の集

団を持ち、里親支援を行う。 
○児童養護施設の本体施設での長期入所を無くし、グループホーム、ファミリーホーム、里親へ、支援を継

続しながら家庭的な養護を行える体制に、すべての施設を変革していく。 

地域支援の
拠点機能 

地域支援の
拠点機能 



里親 
家庭における養育を里親に
委託 

児童４人まで 
 
登録里親数     ７，１８０人 
  うち養育里親           ５，８２３人 
    専門里親               ５４８人 
    養子縁組里親   １，４５１人 
    親族里親        ３４２人 
 
委託里親数      ２，８３７人 
委託児童数      ３，８３６人 
  
→２６年度目標 
   養育里親登録 ８，０００世帯 
   専門里親登録     ８００世帯 
 
 

 

 
 
大舎（２０人以上） 
中舎（１３～１９人） 
小舎（１２人以下） 
 
1歳～１８歳未満（必要な 
場合０歳～２０歳未満） 
 
職員 
 施設長等のほか 
 就学児童６：１ 
 ３歳以上 ４：１ 
 ３歳未満２：１ 

５７５か所 
定員３４，５６９人 
現員３０，５９４人 
 
 

 
 
 
 
 

 

児童養護施設 地域小規模 
児童養護施設 
(グループホーム) 
 
本体施設の支援のもと
地域の民間住宅などを
活用し家庭的環境で養育 

定員６人 

職員２人＋非常勤１人
＋管理宿直 

２１年度１９０カ所 
→２６年度目標      

３００か所 

 

小規模住居型
児童養育事業 
（ファミリーホーム） 
 
養育者の住居におい
て家庭的養護を行う 

定員５～６人 

養育者及び補助者
合わせて３人 

２１年度４９か所 
 →２６年度目標     

１４０か所 

乳児院 
乳児(０歳)､必要な場合幼児(小学校就学前） 

１２４カ所 
定員３，７９４人、現員２，９６８人 

※「２６年度目標」は、子ども子育てビジョン 
    施設の定員等の全国計は２２年３月末福祉行政報告例。 
  小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ、地域小規模児童養護施設、自立援助ホームについては家庭福祉課調べ。   

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 
養護施設等退所後、就職する児童等が共
同生活を営む住居において自立支援 

２１年度５９か所 →２６年度目標 １６０か所 

 

小規模 
グループケア 
（ユニットケア） 
 
本体施設や地域
において、小規模
なグループによる 
ケアを行う 

１グループ６～８人
（乳児院は４～６人） 

職員１名＋管理
宿直を加算 

２１年度４５８か所 
→２６年度目標    

８００か所 
(乳児院等を含む） 

 
 

社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができ
るよう、施設のケア単位の小規模化、里親やファミリーホームなどを推進 

より家庭的な養育環境           
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（参考１）社会的養護における家庭的養護の推進 

里親等委託率 
            里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ = 
    養護＋乳児＋里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ  

 ２２年３月末 １０．８％ 
       →２６年度目標 １６％ 



(参考２）児童養護施設の形態の現状 

寮舎の形態 小規模ケアの形態 

大舎 中舎 小舎 
小規模 
グルー
プケア 

地域小規
模児童養
護施設 

その他 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ 

保有施設数 
（N=489） 

施設数 370 95 114 212 111 55 

％ 75.8 19.5 23.4 43.4 22.7 11.3 

舎数 476 220 444 212 116 98 

一舎あたり 
定員数 平均 45.65 15.43 8.82 7.27 5.99 6.06 

一舎あたり 
在籍児童数 平均 42.09 14.46 8.36 7.14 5.81 5.58 

職員一人あたり
児童数※ 平均 4.43 3.91 3.39 3.08 2.75 2.59 
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※ 社会的養護施設に関する実態調査（平成20年3月1日現在）、調査回答施設数４８９ 

※「職員１人当たり児童数」は、週４０時間に換算したもの。施設においては休日、夜間
の対応も行われていることに留意する必要がある。 

※「大舎」：1舎当たり定員数が20人以上、「中舎」：同13～19人、「小舎」：同12人以下 

※ 例えば、大舎の寮の中に小規模グループケアのユニットがある場合、小規模グループ
ケアによる定員や在籍児童数は、大舎の定員や在籍児童数から除かれている。 

定員  施設数 

～ 20 7 (1.2%)  

～ 30 51 (9.0%)  

 ～ 40 83 (14.6%)  

 ～ 50 128 (22.5%)  

 ～ 60 89 (15.6%) 

 ～ 70 74  (13.0%)  

 ～ 80 50 (8.8%)  

 ～ 90 35 (6.2%)  

 ～ 100 20 (3.5%)  

～ 110 13 (2.3%)  

～ 120 7 (1.2%)  

～ 150 6 (1.1%)  

151～ 6 (1.1%)  

総 数 569 (100%) 

社会福祉施設等調査
（平成20年10月1日） 

②定員規模別施設数 ① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状 

児童養護施設の７割が大舎制。 また、定員１００人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推
進のため、施設の小規模化の推進が必要。 
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(2) 乳児院の課題と将来像 

乳児院の役割 
 ○乳幼児の生命を守り、心身及び社会性の健全な発達を促進する養育機能 
 ○被虐待児・病児・障害児等への対応ができる乳幼児の専門的養育機能 
 ○早期家庭復帰を視野に入れた保護者支援とアフターケア機能 

（在所期間は１か月未満が２６％、６か月未満を含めると４８％。長期在所にはこれらの支援が必要） 
 ○児童相談所から乳児院に一時保護委託を受けることが多く、乳児の一時保護機能 
 ○子育て支援機能（育児相談、ショートステイ等） 

今後の課題 
①専門的養育機能の充実 

・被虐待児、低出生体重児、慢性疾患児、発達の遅れのある子ども、障害児など、医療・療育の必要な
子どもに対し、リハビリ等の医療・療育と連携した専門的養育機能の充実 

・個別対応職員や心理療法担当職員の全施設配置、経験豊富な看護職員の確保など   

②養育単位の小規模化 
・乳幼児期の集団養育や交代制による養育は、心の発達への負の影響が大きいことから、養育単位の小
規模化（４～６人の小規模グループケア）を推進。養育担当者との愛着関係が築かれ、乳児初期から
の非言語的コミュニケーションにより、情緒、社会性、言語をはじめ、全面的な発達を支援。 

・乳児院では夜勤が必要なため、例えば２グループを１人の夜勤者がみることができる構造等が必要 

③保護者支援機能、地域支援機能の充実 
・保護者の多くは、子育てに不安や負担感をもち、育児の知識や技術をもたず、家族関係が複雑な場合
もあり、かかわりの難しい保護者も増加しており、保護者支援の充実が必要。 

・不必要に施設入所の長期化や児童養護施設への措置変更にならぬよう、里親委託の推進が必要。 
・新たに里親支援担当職員を設置し、家庭支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員を合わせ、
直接ローテーションに加わらない職員のチームで、保護者支援、里親支援等の地域支援機能を推進 

・ショートステイ等の子育て支援機能は、虐待予防にも役立つ重要な機能であり推進する。 
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(3) 情緒障害児短期治療施設の課題と将来像 

情短施設の役割 
○心理的精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、心理治療を行う。 

○施設内の分級など学校教育との密接な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行う。 

○比較的短期間（現在の平均在園期間２年４ヶ月）で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養
育につなぐ役割。 

○入所児は、被虐待児が７５％、広汎性発達障害の子どもが２６％、軽度・中度の知的障害の子どもが
１２．８％、児童精神科を受診している子どもが４０％、薬物治療を行っている児童が３５％。 

今後の課題 
① 情短施設の設置推進 

・情短施設が無い地域では、人員配置が十分でない児童養護施設で対応している現状にあり、各都道
府県に最低１カ所（人口の多い地域では複数）の設置が必要。平成２０年度３２か所であったが現
在３７か所。平成２６年度に４７か所目標。児童養護施設からの転換を含め、将来５７か所を目標。 

② 専門的機能の充実 
・かかわりの難しい児童や家庭が増えており、専門的能力の向上と人員配置の引上げが必要 

③ 一時的措置変更による短期入所機能の活用 
・児童養護施設や里親で一時的に不適応を起こしている子どもを、短期間一時的に利用 

④ 通所機能の活用 
・地域の心理的問題の大きい子どもへの支援機能として重要。また、今後、児童養護施設に入所して

いる児童が必要な場合に通所利用を可能とする必要。 

⑤ 外来機能の設置 
・入所前や退所後の支援、家族への支援のため、児童精神科の診療所を併設し、外来機能を充実 

⑥ 名称の見直し問題 
・情緒障害という言葉への子どもや保護者の気持ちを考慮し、変更を希望する意見もあり今後の検討課題 
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(4) 児童自立支援施設の課題と将来像  

児童自立支援施設の役割 

○子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成９年の児童福祉法改正に
より、教護院から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加
え、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しいケースの受け皿としての役割を果たしている。 

○職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある
支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた。 

○「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの育ち直しや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施。 

○児童自立支援施設は、少年法に基づく家庭裁判所の保護処分等による入所もあり、これらの役割から、
都道府県等に設置義務が課せられている。（現在、国立２、都道府県・指定都市立５４、社福法人立２） 

今後の課題 
①専門的機能の充実等 

・虐待を受けた経験をもつ子どもが６６％、発達障害・行為障害等の障害をもつ子どもが３５％であ
り、特別なケアが必要なケースが増加している。子どもの抱える問題の複雑さに対応し、個別支援や
心理治療的なケアなど、より高度で専門的なケアを提供する機能強化が課題。 

・このため、手厚い人員配置を行うとともに、職員の専門性の向上を図る養成研修を充実しながら、運
営と支援の質の一層の向上が必要。 

・被虐待経験や発達障害等を有する子どもの支援のため、心理療法担当職員の複数配置が必要 

・中卒・高校生に対応していない施設もあり、年長の対応の難しい児童の自立支援機能を充実する必要 

・施設内の分校、分教室の設置等、学校教育への就学義務への対応 

②相談、通所、アフターケア機能 

・施設が蓄積してきた非行相談等の知見や経験を生かし、地域の子どもの非行や生活について相談援助
を実施するため、相談、通所、アフターケア機能などの自立支援機能の充実 

・子どもの立ち直りや社会的自立には、保護者や関係者・関係機関の理解と協力が不可欠であり、家族との交
流・関係調整などの支援や、地域社会おけるネットワークなどの資源を活用したサポート体制の確立 
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(5) 母子生活支援施設の課題と将来像  

母子生活支援施設の役割 
○母子生活支援施設は、当初は、生活に困窮する母子に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名
称であったが、平成９年の児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の生活支援」を追加し、名称も変更。 

○近年では、ＤＶ被害者や虐待を受けた児童の入所が半数以上を占め、「母子が一緒に生活しつつ、共に支
援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かして、支援機能の充実が求められている。 

今後の課題 
 ①入所者支援の充実 

・施設による取組みの差が大きく、住む場所の提供にとどまる施設も多い。すべての施設が、母に対する支
援、子どもに対する支援、虐待の防止、母子再統合の支援、アフターケア、地域支援等を充実する必要。 

 ②職員配置の充実と支援技術の普及向上 
・入所者支援の充実のため、母子支援員・少年指導員の基本の人員配置を引き上げる必要。 
・個別対応職員の配置推進と２０世帯以上施設での早期の義務化、保育設備を有する場合の保育士の配
置を保育所並に引上げ、特に対応が困難な母子の人数に応じた加算職員の複数配置を検討。 

・支援技術や支援事例を広く伝え、全体の力量を高める必要。夜間宿直体制による安全管理も重要。 
③広域利用の確保 

・ＤＶ被害者は、加害夫から逃れるために遠隔地の施設を利用する場合が多い。 
・広域利用に積極的な自治体とそうでない自治体があることから、円滑な広域利用を推進。 

④子どもの学習支援の充実 
・貧困の連鎖を断ち切るためには、母子生活支援施設の子どもへの学習支援が重要。 
・児童養護施設にあるような入学時の支度費を設けたり、学習ボランティアなどを含めた支援が必要。 

⑤児童相談所・婦人相談所との連携 
・母子福祉施策や生活保護の専門的ケースワークと連携するため、福祉事務所で実施しているが、児童
虐待の防止等の側面があることから、児童相談所や婦人相談所との連携も重要。 

⑥公立施設の課題 
・公立施設での加算職員の配置推進。指定管理者制度による公設民営施設での長期的視野での取組み。 
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里親委託の役割 
 ○里親委託は、次のような効果が期待できることから、社会的養護では里親委託を優先して検討。 

(a) 特定の大人との愛着関係の下で養育され、安心感の中で自己肯定感を育み、基本的信頼感を獲得できる 
(b) 適切な家庭生活を体験する中で、家族のありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルにできる 
(c) 家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、地域社会の中で社会性を養うとともに、豊か

な生活経験を通じて生活技術を獲得できる 
 ○里親は、委託解除後も関係を持ち、いわば実家的な役割を持つことができる。 
 ○養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の４つの類型の特色を生かしながら推進。 

里親委託の推進 
 ①里親委託率の引上げ 

・日本の社会的養護は、施設が９割で里親は１割。欧米諸国と比べて、施設養護に偏っている。 
・しかし、日本でも、新潟県で３２．５％など、里親委託率が３割を超えている県もあり、最近５年間で、
福岡市が６．９％から２０．９％へ増加するなど、大幅に伸ばした県・市もある。 

・これらの自治体では、児童相談所への専任の里親担当職員の設置、里親支援機関の充実、体験発表会、
市町村と連携した広報、ＮＰＯや市民活動を通じた口コミなど、様々な努力をしており、日本でも里親
委託率を３割以上に引き上げることは十分可能。 

・本年４月に「里親委託ガイドライン」を策定。伸ばした県市の取組事例を普及させるなど、取組を推進。 

②新生児里親、親族里親、週末里親等の活用 
・望まない妊娠による出産で養育できない保護者の意向が明確な場合は、妊娠中からの相談に応じ、「特
別養子縁組を前提とした新生児の里親委託」の方法が有用。新生児の遺棄・死亡事例等の防止のために
も、関係機関の連携と社会的養護の制度の周知が重要。 

・親族里親の活用により経済的支援を行わなければ、親族による養育が期待できず施設措置を余儀なくさ
れる場合には、親族里親を積極的に活用。扶養義務のない親族には、養育里親制度を適用する見直し。 

・家庭的生活を体験することが望ましい児童養護施設の入所児童に対し、週末や夏休みを利用して養育里
親への養育委託を行う「週末里親」「季節里親」を活用。 

(6) 里親委託の推進 
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里親委託の推進と里親支援機関 
○里親に委託される社会的養護の子どもは、虐待を受けた経験があり、心に傷を持つ子どもが多く、様々な
形で育てづらさが出る場合が多い。養育里親には、研修、相談、里親同士の相互交流、レスパイト（里親
の休養）など、里親支援を行い、里親の孤立化の防止が重要。 

○里親支援機関は、里親会や、児童家庭支援センター、児童養護施設、乳児院、ＮＰＯなど、それぞれの特
色に応じて、多方面から支援することが重要であり、里親支援機関の好取組事例の普及を図る。 

○市町村と連携し、地域の子育て支援事業も活用。 

里親支援 
機関 

里親支援 
機関 里親支援 

機関 

地域の様々な子育て支援事業 
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(7) ファミリーホームの課題と将来像  

ファミリーホームの役割 
○ ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）は、平成２１年度に創設された制度で、家庭的養護
を促進するため、保護者のない児童又は保護者に監護させることが適当でない児童に対し、養育者の住
居（ファミリーホーム）において、児童の養育を行うもの。 

今後の課題 
①大幅な整備促進 

・子ども子育てビジョンでは、平成２６年度までに１４０か所を整備（平成２３年４月現在１２６ 
か所）となっているが、家庭的養護の促進のため、今後、更に大幅な整備が必要であり、将来は 
１０００か所程度を見込む。 

・これまでは、里親の中で大きいものからの移行が中心であるが、今後は、児童養護施設等の職員が
独立して開設したり、児童養護施設等を行う法人が開設するタイプが増えることが期待される。 

・整備促進のためには、借家によりホームを運営する場合に家賃を補助することを検討。 

 

②専門性の向上と支援体制の構築 

・養育者の研修の充実や、訪問や相互交流などの孤立化させない取り組みなど、里親支援と同様の支
援体制の中で、支援を推進。 
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(8) 自立援助ホームの課題と将来像  

自立援助ホームの役割 
○自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した２０歳未満の児童であって、児童
養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同
生活を営む住居（自立援助ホーム）において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支
援等を行う。 

今後の課題 
 ①整備推進 

 ・子ども子育てビジョンで、平成２６年度までに１６０か所を整備（平成２３年４月現在７６か所） 

 ②対応の難しい児童等への対応 
・自立援助ホームは、本来は、児童養護施設よりも、自立度の高い利用対象を想定しているが、被

虐待、発達障害、精神科通院、高校中退、家庭裁判所の補導委託や少年院からの身元引き受けな
ど、様々な困難を抱えている児童等を引き受けている実態がある。 

・本来、対応が難しい児童は、児童養護施設や児童自立支援施設等で引き受けるべきであるが、自
立援助ホームの特色を生かし、多様な利用者を支援 

・虐待を受けた児童等の緊急の避難先として民間で運営されている「子どもシェルター」について
は、自立援助ホームの制度を適用し、取り組みを支援する。その際、通常の自立援助ホームと比
べて利用期間が短く、新規利用が多いという特性を考慮する。 

③運営費の充実 
・平成２３年度から、措置費の定員払化を行い、ホームの運営を安定化。 
・今後、借家によりホームを運営する場合の家賃補助や、収入のない児童の医療費について検討。 

 ④２０歳以降のアフターケア 
・２０歳以降の延長も可能とする改正については、将来の検討課題。 
・一方、２０歳までに一定の力をつけて自立する努力。ホーム近隣のアパートで自活し、ホームが

アフターケアとして相談支援していく取り組みが重要。 



15 

(9) 児童家庭支援センターの課題と将来像  

児童家庭支援センターの役割 
○児童家庭支援センターは、平成９年の児童福祉法改正で制度化。専門的な知識技術を必要とする相談

に応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合
的に行う。平成２０年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行
うことも業務に加えられた。 

今後の課題 
①児童家庭支援センターの整備推進  

・平成２３年３月末現在８２か所。子ども子育てビジョンでは、平成２６年度までに１２０か所を整
備する目標。 児童家庭支援センターは、施設と地域をつなぐ機関として増やし、将来は、児童養護
施設や乳児院の標準装備としていく。施設と離れた利用しやすい場所に設けることも考えられる。 

②市町村との連携及び役割分担の明確化 
・児童家庭支援センターは、虐待相談が急増する中で、児童相談所の補完的役割の拠点として制度化
された。その後、市町村が虐待対応の第一次的な相談窓口となり、要保護児童対策地域協議会など
も設けられ、市町村の役割も大きくなり、地域子育て支援拠点事業などにおける子育て相談の実施
など市町村事業も充実している。 

・このため、一般的な子育て相談に近い部分は、市町村や様々な子育て拠点事業に委ねつつ、専門性
の高い部分を受け持つ役割を高めていくことが必要。 

・具体的には、施設入所には至らない前段階で、家庭に対する専門性の高い支援が必要な場合や、施
設退所後の家族再統合への支援や見守り、アフターケアをその施設に代わって行う必要がある場合
など、継続的な支援が必要な児童と家庭について、児童相談所や市町村から委託を受けて支援を行
う役割の充実が重要。 

③里親支援機関としての役割分担の明確化 
・各地域で、里親支援のうち児童家庭支援センターが受け持つ役割分担を協議し、明確化する必要。 
・里親支援機関の中心を担う目的で新たな児童家庭支援センターの設置も考えられる。 
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施設の運営の質の差が大きいことから、 

  ①各施設種別ごとに、運営理念等を示す「指針」と、具体的な「手引書」を作成し、 

  ②社会的養護の専門性を踏まえた外部の目を入れる「第三者評価」を義務づける。 

３．社会的養護の共通事項の課題と将来像 
(1) 施設の運営の質の向上 

 施設種別毎の 
「施設運営指針」の作成 

 施設種別毎の 
「施設運営の手引書」の作成 

「第三者評価」の義務づけ 

平成２３年度に指針を作成し、フィードバックし
ながら順次改定して高めていく。 

「自己点検」の推進 

指針等を踏まえ、自己点検と第三者評価を推進し、
質を高めていく。 

・保育所保育指針に相当するものが、社会的
養護の施設には無いことから、施設種別ご
との検討チームを設置して、作成 

・従来、施設ごとの経験の積み重ねで、ノウハ
ウが蓄積されてきたが、施設により取り組み
の質の差が大きい。 

・このため、施設種別毎に、実践的な技術や
知恵を言語化した手引書を作成。 

・また、児童養護施設については、施設職員
の活動指針となるケア標準を作成 

・各施設で、施設長や基幹的職員（スーパー
バイザー）を中心に、全職員が参加して自
己点検を行う。 

・社会福祉共通で任意の第三者評価が行わ
れているが、子どもが施設を選べない措置
施設で、施設長の親権代行もある社会的養
護の施設では、質の向上の取り組みとして、
３年に１回以上の第三者評価の受審と結果
の公表を義務づける。 

・評価基準の見直しと評価機関 
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① 施設長の資格要件及び研修の義務化 
・本年の民法等改正で、施設長の役割が強化された。また、施設運営の質は、施設長によ
る部分が大きい。 

・このため、施設長の研修を義務化するとともに、資格要件を最低基準で定める 
・施設長研修は、施設団体が実施する研修を指定。２年に１回以上の受講を義務づけ 
・施設長の資格要件は、規定がある児童自立支援施設の規定を参考に検討 

(2) 施設職員の専門性の向上 

※基幹的職員の配置（平成２１年度～） 
・平成２１年度より、一定の施設経験を有し、一定の研修を修了した者について基幹的職員として位置付け、人件費の改善を
図るとともに、都道府県が行う基幹的職員研修事業を創設。 

・基幹的職員研修の研修講師等を務める研修指導者の養成研修を、平成21年度から国立武蔵野学院において実施。 

② 施設の組織力の向上 
・平成２１年度より、自立支援計画の作成・進行管理、職員の指導等を行う「基幹的職員
（スーパーバイザー）」の配置と専門性の向上を推進 

・今後の課題として、直接ケアに当たる職員のチーム単位で、ケア方針の調整や、ケア
チームをまとめる「チーム責任者」といったものを配置し、措置費の俸給格付けを検討 

・「施設長→基幹的職員→チーム責任者→一般職員」という形で、組織として一体的な力
を発揮。また、キャリアアップの仕組みともなり、職員の質の向上を図る。 

③ 職員研修の充実 
・社会的養護の質を確保するためには、その担い手となる施設職員の専門性の向上を図り、
計画的に育成するための体制を整備する必要がある。 

・各施設種別団体において、職員研修システムの構築と実施を推進 
・人材確保のため、就職前の学生に体験してもらうインターンシップも重要 



＜家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）の設置＞ 
・平成11年から乳児院、平成16年から児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に配置 

＜心理療法担当職員の設置＞ 
・平成11年から児童養護施設、平成13年から乳児院、母子生活支援施設、平成18年から児童自立支援施設に配置 

＜家族療法事業＞  
・平成6年から情緒障害児短期治療施設、平成18年から乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設に拡充。 
 措置費の施設機能強化推進費により行われており、平成２２年度は１２１施設で実施。 

・対象となる子ども等に数か月の治療計画を立て、面接、宿泊、親子レクリエーション、家庭訪問等により、
心理療法担当職員による心理的な関わりと、児童指導員による生活指導的な関わりの両面から家族全体を支援 

＜今後の課題＞ 
①保護者支援プログラムの開発・普及、支援者のスキルの向上 

②施設による親子関係再構築支援の体制（直接ローテーションに加わらない専門職員のチーム） 

③児童相談所、施設、児童家庭支援センターの関係機関の連携 
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(3) 親子関係の再構築支援の充実 

○虐待を受けた児童の早期の家庭復帰や、家庭復帰後の虐待の再発防止、親子関係の回復のため、親子分離に
至らない段階での親支援のため、親子関係の再構築支援が重要。 

○例えば、施設からの家庭復帰に向けて、親との面会や、宿泊、一時的帰宅などの段階的な支援を行う、 

○また、暴力以外の方法を知らずにしつけと称して虐待をしてしまう親に対し、子どもの問題行動に教育的に
対処できるスキルを指導するコモンセンス・ペアレンティング（ＣＳＰ）など、様々なペアレントトレーニ
ングの技術開発が行われている。 

○子どもにとって、その生い立ちや親との関係について、自分の心の中で整理をつけられるよう、親子関係の
再構築について、子どもに対する支援も必要。 

○親子関係の再構築等の家庭環境の調整は、措置の決定・解除を行う児童相談所の役割であるとともに、児童
福祉施設最低基準に定められた施設の役割でもあり、施設は、児童相談所と連携しながら行う必要。 
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①自立生活能力を高める養育  
・安心感ある場所で、大切にされる体験を提供し、自己肯定感を育み自分らしく生きる力、
他者を尊重し共生していく力 、生活スキル、社会的スキルの獲得など、ひとりの人間とし
て生きていく基本的な力を育む養育を行う必要がある。 

(4) 自立支援の充実 

②特別育成費、大学等進学支度費、就職支度費の増額 
・就職に役立つ資格の取得や、進学希望の場合の学習塾の利用もできるよう、高校生の特別
育成費の充実が必要。 

・また、大学等進学支度費、就職支度費は、大幅に増額する必要がある。 

③措置延長や、自立援助ホームの活用 
・生活が不安定な場合は、１８歳以降も、２０歳に達するまでの措置延長を活用 
・児童養護施設の中には、高校に進学しなかったり、高校を中退すると、１８歳前でも退所
させる施設もあるが、自立生活能力がないまま退所させることのないようにすべき。 

・自立援助ホームは、児童の自立した生活を支援する場として、整備推進を図る。 

④アフターケアの推進 
・平成１６年の児童福祉法改正で、各施設の業務に、退所者への相談支援を規定。 
・児童養護施設に、今後、自立支援担当職員を置き、施設入所中からの自立支援や、退所後
の相談支援などのアフターケアを担当させる体制を整備。 

・退所児童等アフターケア事業を推進。退所者等の自助グループを、施設単位や広域単位で育成 

・身元保証人確保対策事業は、保証の申込み期間（現在は施設退所後半年以内）の延長や、
連帯保証期間（現在は保証開始後原則最長３年）の延長を検討。 

・奨学金の情報を施設団体で整理し、各施設へ提供 
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①子どもの権利擁護の推進 
・子どもの権利擁護は、子どもの基本的人権を護ること。子どもの権利条約では、「生きる

権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の４つの権利が定められているとされる。 
・本年の児童福祉施設最低基準改正で、「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮

するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない」と規定。 

(5) 子どもの権利擁護 

②子どもの意見をくみ上げる仕組み 
・社会的養護の施設等では、子どもの気持ちを受け入れつつ、子どもの置かれた状況や今
後の支援について説明、 

・「子どもの権利ノート」を活用し、意見箱や、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三
者委員、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会等を活用する。 

・当事者（社会的養護の下で育った元子どもを含む。）の声を聞き、施設等の運営の改善
や施策の推進に反映させていく取組も重要。  

④子どもの養育の記録 
・社会的養護による主たる養育者が途中で変わる場合の記録やその引き継ぎの在り方につ
いて検討する必要。 

・複数の養育者や支援者が関わる場合に、情報共有の在り方も、子どものプライバシーに
も配慮しながら、実践の中で、取り組みの在り方を検討していく必要。 

③被措置児童等虐待の防止 
・平成２０年の児童福祉法改正による被措置児童虐待の通報制度や、「被措置児童等虐待
対応ガイドライン」に基づき、施設職員や里親による虐待の防止を徹底。 
（平成２１年度の届出・通告受理件数は２１４件、うち虐待と認められた件数は５９件） 
・職員の意識の向上や、風通しのよい組織運営、開かれた組織運営、子どもの意見をくみ
上げる仕組みの推進により、防止を徹底。 
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(6) 施設類型の在り方と相互連携 

＜施設類型の見直しの経緯＞ 
○ 平成９年改正で、 
  ・養護施設、教護院、母子寮の名称・機能の見直しや、 
  ・虚弱児施設の児童養護施設への類型統合 
 が行われ、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設の５
類型となった。児童家庭支援センターと自立援助ホームも法定化 

○ 平成１６年改正で、乳児院と児童養護施設の年齢要件を弾力化 

    ・乳児院：    ２歳未満       → 必要な場合は幼児（小学校就学前）を含む 
    ・児童養護施設： 乳児(０歳)を除く児童 → 必要な場合は乳児を含む 

  ○平成２０年改正で、 
    ・ファミリーホームが法定化 

・自立援助ホームについて、都道府県に対する申し込み制、対象年齢の２０歳未満までの引上げの改正 

＜相互連携の例＞ 
①児童自立支援施設・情緒障害児短期施設 

・児童養護施設で一時的に不安定となっている子どもで、短期間、場所を変えてケアすることが有効
な場合に、児童自立支援施設や情緒障害児短期治療施設で一時的にケアする、あるいは通所利用 

②児童養護施設 
・児童自立支援施設や情緒障害児短期施設で対応した子どもが、落ち着きがみられるようになった場

合に、より家庭的な環境を持つ児童養護施設で養護する 

③母子生活施設と他の施設 
・他の施設から退所した後、母子生活支援施設における母子双方の支援を通じ、親子再統合を図る 

○施設類型の在り方については、これまで、平成９年、１６年、２０年の改正が行われた。 
○現行施設の地域での相互連携によるネットワーク化が今後の課題。 
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里親、ファミリーホームを、市区町村の区域を単位に確保し、社会的養護を必要とする児童が、
できるだけ連続性をもった環境の中で養育されるようにする 

児童養施設 
約６００か所 

乳児院 
約130か所 

短期の治療的施設 

児童自立 
支援施設 

約６０か所 

情緒障害児 
短期治療施設 

約６０か所 

施設養護の拠点施設 

家庭的養護 

広域の地域 
を単位 母子生活

支援施設 
約26０か所 

情緒行動上の問題や、非行問題など、特別のケアが必要な児童を入所させ、 
比較的短期間で、心理治療や生活指導を行う 

 都道府県・指定都市
を単位 

家庭的養護で対応できない部分を担うとともに、 
地域の拠点として、家庭的養護の支援や地域の親子等の支援を推進 

 各市区町村の
区域 
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地域における総合的な社会資源の整備 

○地域での総合的な整備の視点も課題であり、３つの段階により、重層的で体系的な社会的養護
の体制整備を進めていくことが必要。 

児童家庭
支援 

センター 
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(7) 社会的養護の地域化と市町村との連携 

○施設機能を地域分散化し、施設を地域における社会的養護の拠点とし、里親をはじめ、地域
における社会的養護の担い手などが、つながりをもって、トータルなプロセスを保障。 

○また、市町村の児童家庭相談や、養育支援訪問事業等の子育て支援施策との連携を推進。 

 
・市町村の児童家庭相談      
・要保護児童対策地域協議会   
・乳児家庭全戸訪問事業 
・養育支援訪問事業 
・地域子育て支援拠点事業 
・保育所 等          

市町村 

 
・専門的な児童家庭相談 
・立入調査、一時保護 
・専門的な判定 
・施設等への措置 

児童相談所 
（都道府県・指定都
市・児相設置市） 

要保護児童 
とその家庭 

要支援児童 
とその家庭 

一般家庭 

 児童養護施設 
・ 

乳児院 

児童家庭 
支援 

センター 

グループ 
ホーム 

里親支援機関 

ファミリー 
ホーム 

里親 

他の 
専門 
施設
と 
連携 

・親子分離に至らな
い段階での支援 

・施設機能を地域に分散化し、  
家庭的養護の担い手への支援 

・児童相談所や市町村からの
個別ケースの指導委託 

【地域支援の体制】 
○施設の直接ローテーションに入らない専門職員 

 （家庭支援専門相談員、個別対応職員、 
里親支援担当職員、自立支援担当職員、
心理療法担当職員） 

○児童家庭支援センターの職員 
 （相談支援担当職員２、心理療法等担当職員） 

NPO等 

・家庭復帰後の支援 
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４．施設の人員配置の課題と将来像 
(1)直接職員の基本配置の引上げ 

施設種別 現状 目標水準 考え方 

児童養護
施設 

児童指導員・保育士 
０歳児：    １．７：１ 
１・２歳児：  ２：１ 
３歳以上幼児  ４：１ 
小学校以上   ６：１ 

 
０・１歳児： １．３：１ 
２歳児：    ２：１ 
３歳以上幼児： ３：１ 
小学生以上：  ４：１ 

※小規模ケア加算等とあわせて
概ね３：１ないし２：１相当 

・６：１は、交代勤務のため１人の職員が１８人の子ど
もを見る体制であり、心に傷ついた子どもに十分な
ケアは困難。地域分散化の推進で、本体施設には 
一層難しい子どもが増える。 

・小規模グループケア化しても勤務ローテーションが 
確保できる水準に引上げ 

乳児院 看護師・保育士・児童指導員 
０・１歳児：  １．７：１ 
２歳児：     ２：１ 
３歳以上幼児：  ４：１ 

 
０・１歳児： １．３：１ 
２歳児：    ２：１ 
３歳以上幼児： ３：１ 

※小規模ケア加算等とあわせて
概ね１：１相当 

・乳児院は、虐待、病児、障害等の医学的・発達的課題が
ある乳幼児が中心。夜勤体制（ＳＩＤＳ対応の１５
分毎視診）も必要。現行の集団的養育の人員配置は、
心身の発達に重要な時期に不十分。 

・小規模グループケア化しても勤務ローテーションが 
確保できる水準に引上げ 

情緒障害
児短期治
療施設 

児童指導員・保育士  ５：１ 
心理療法担当職員  １０：１ 

児童指導員・保育士 ３：１ 
心理療法担当職員  ７：１ 

・情緒障害、精神疾患や発達障害等の対応の難しい子ど
もが増加 

・児童養護施設よりも手厚い体制 

児童自立
支援施設 

児童自立支援専門員・児童 
生活支援員        ５：１ 
 

児童自立支援専門員・児童 
生活支援員     ３：１ 
心理療法担当職員 １０：１ 

・非行、暴力のほか発達障害、行為障害等最も対応が 
難しい子どもへの対応や心理的ケアが必要 

・心理的ケアが必要な子どもの増加に対応 

母子生活
支援施設 

母子支援員、少年指導員： 
それぞれにつき  
 ２０世帯未満１人、 
 ２０世帯以上２人 

母子支援員、少年指導員： 
それぞれにつき 
 １０世帯未満１人 
 １０世帯以上２人 
 ２０世帯以上３人 
 ３０世帯以上４人 

・ＤＶ被害者や虐待を受けた児童への個別支援が必要。 
・現状では、２０世帯で母子支援員・少年指導員合計 

４名の体制は、交代勤務のため常時１人しか配置で
きず、母子の様々な課題に、個別対応や、関係機関
調整の外出など、必要な支援が困難。 

・常時複数配置して役割分担できる体制。 

児童の抱える問題の複雑・多様化を踏まえて、ケアの質を高めるため、直接養育にあたる職員の配置基準の 
引上げが必要である。以下のような目標水準を念頭に置きながら、段階的な取り組みを含めて、引上げを検討 
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(2) 加算職員の配置の充実 

施設機能の強化を図るため、次のような加算職員の配置が必要 

①里親支援担当職員
の配置 

 (乳児院、児童養
護施設） 

・日本の社会的養護は、施設が９割、里親等が１割であり、欧米主要国と比べ、施設養護に過度に依存
している。 里親等の家庭的養護の比率を大幅に引き上げるためには、新規里親開拓や、里親への相談
支援を行う体制の充実が必要であり、施設に地域支援の拠点機能を持たせ、里親やファミリーホームへ
の支援を行えるよう、施設に里親支援担当職員を置く必要がある。  

②自立支援担当職員
の配置 

 (児童養護施設） 
 

・新設高校卒業後の進路は、児童養護施設の児童は、大学や専門学校等への進学は２３％にとどまり、
一般の高卒の７７％よりも大幅に低い。また、退所後の生活も不安定な者が多い。社会的養護の子ども
たちが、平等に社会のスタートラインに立てるよう、就職・自立の支援や、退所後のアフターケアの充
実のための自立支援の体制整備が必要であり、施設に自立支援の担当職員を置く必要がある。  

③心理療法担当職員
の全施設配置 

・虐待を受け心に傷を負った児童等に対する心理的ケアの充実する必要があり、このため、心理療法担
当職員の配置を全施設化する必要がある。 

児童養護施設 
・家庭支援専門相談員(必置） 
・個別対応職員(必置） 
・心理療法担当職員（対象１０人以上→全施設） 
・里親支援担当職員(新） 
・自立支援担当職員(新） 
・看護師（対象15人以上） 
・職業指導員（設備を置いて職業指導をする場合） 
・小規模施設加算(定員４５人以下） 
・指導員特別加算(非常勤)（定員３５人以下） 

情緒障害児短期治療施設 
・家庭支援専門相談員(必置） 
・個別対応職員(必置） 
・医師（必置） 
・看護師(必置） 

児童自立支援施設 
・家庭支援専門相談員(必置） 
・個別対応職員(必置） 
・心理療法担当職員（対象１０人以上→心理10:1へ） 
・職業指導員（設備を置いて職業指導をする場合） 

乳児院 
・家庭支援専門相談員(必置） 
・  同 （非常勤）(定員４０人以上） 
・個別対応職員（対象８人以上→全施設） 
・心理療法担当職員（対象１０人以上→全施設） 
・里親支援担当職員（新） 
・小規模施設加算（定員２０人以下） 
・指導員特別加算(非常勤）（定員３５人以下） 

母子生活支援施設 
・個別対応職員（→20世帯以上は早期に必置に） 
・心理療法担当職員（対象１０人以上→全施設） 
・保育士（保育設備がある場合30:1(最低１）→保育所並びに） 
・指導員加算（非常勤）（定員40世帯以上→基本配置に含む） 
・特別生活指導費加算（非常勤）（対象４人以上→対象数に応じ複数） 
・夜間警備体制強化加算（体制をとる場合） 

＜基本配置以外の専門職員＞  ※このほか、小規模グループケア加算は、１グループにつき１名を加算 
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○小規模グループケアでは、１ユニットに３．６人以上の配置が必要         
 ・6:00～22:00の16時間を、早番、遅番で分担し、かつ、年間所定内勤務日数を243日としてローテーションを組むと、

365日×2人÷243日＝3人となり、１人配置をするために約３人が必要。 
 ・毎日3時間の２名配置を確保するには、365日×3時間÷8時間÷243人＝0.56人が必要 
 ・3人＋0.56人＝3.56人が必要  （単純化した試算） 
※二人目の配置は、非常勤の家事支援員として必要な時間帯に置くことも有効 
※宿直を１週１回程度という労働基準法を遵守するため、週４日分を管理宿直職員の加算で対応    

配置基準 ７人ユニットで、小学生以上６人、
年少児１人の場合の職員数 

小規模ケア加
算 ＋１ 

調理員１人をユニット
担当に算入 ＋１ (A) 

実質の配置 
(A/7) 小学生以上 年少児 

現行 ６：１ ４：１ 6÷6 + 1÷4 ＝ 1.25人 2.25人 3.25人 2.15:1 

目標水準 ４：１ ３：１ 6÷4 + 1÷3 ＝ 1.83人 2.83人 3.83人 1.83:1 

○小規模ケア加算１人に加え、オールユニット化施設では調理員等をユニット担当に算入できることから、基本配置を
６：１から４：１に引き上げれば、１ユニットに３．８人の配置となり、上記の勤務ローテーションが可能な配置となる。 

目標水準の考え方・・小規模ケアの勤務ローテーションが成り立つ人員配置 

(参考１）児童養護施設の人員配置の引上げの目標水準について 

児童養護施設のモデル施設（児童定員４２人＝小規模ケア６グループ×７人）の人員配置のイメージ 

  現行の施設固定部分 （１２人）  
施設長１、事務員１、心理療法担当職員１、 
家庭支援専門相談員１、個別対応職員１、 看護師１、 
栄養士１、調理員等４、小規模施設加算１、 

  今後新設が必要な加算職員 （２人） 
 里親担当職員１、自立支援担当職員１   

基本配置 定員４２人中、小学生以上
３６人、年少児６人の場合
の児童指導員・保育士数 小学生以上 年少児 

現行 ６：１ ４：１ 36÷6 + 6÷4 ＝ 7.5人 
目標水準 ４：１ ３：１ 36÷4 + 6÷3 ＝ 11人 

従来 
 施設固定部分 12人 
 基本配置      7.5人 
            ＝19.5人 

目標水準＋小規模ケア 
施設固定部分  12人 
基本配置      11人 
里親・自立支援 2人 
小規模ケア    6人 

           ＝31人 

目標水準 
 施設固定部分  12人 
 基本配置      11人 
 里親・自立支援 2人 
           ＝25人 

（注）児童養護施設
の小規模ケアは 
１グループ定員
６～８人のため、
定員７人のモデ
ルで試算 



27 

(参考２）乳児院の人員配置の引上げの目標水準について 

目標水準の考え方・・小規模ケアの勤務ローテーションが成り立つ人員配置 
○小規模ケアで昼間１ユニットに１．５名、夜間２ユニットに１名配置の場合、１ユニットに４．７人以上の配置が必要 

 ・8:00～21:00の13時間を、1日8時間勤務で分担し、かつ、年間所定内勤務日数を243日としてローテーションを組むと、
13時間÷8時間×365日÷243日＝2.44人となり、１人配置では約2.44人、１．５人配置で2.44×1.5＝3.66人が必要 

 ・２ユニットで１人の夜勤を置くこととし、11時間÷8時間×365日÷243日÷2ユニット＝1.03人が必要 
 ・3.66人＋1.03人＝4.69人が必要 （単純化した試算） 

配置基準 ５人ユニットで、０・１歳3.4人、２歳1.1人、
３歳0.5人の場合の職員数 

小規模ケア＋1.4   
（A) 

実質の 配置 
(A/5) 0・1歳児 ２歳児 ３歳以上 

現行 1.7：１ ２：１ ４：１ 3.4÷1.7 + 1.1÷4 + 0.5÷4 ＝ 2.68人 4.08人 1.23:1 
目標水準 1.3：１ ２：１ ３：１ 3.4÷1.3 + 1.1÷2 + 0.5÷3 ＝ 3.33人 4.73人 1.05:1 

（注１） さらに、定員２０人以下施設については、保育士１名が加算され、１名を４ユニットで分けると、１ユニット0.25人であり、 
２．６時間を1.5人配置から２人配置に引上げ可能（0.25人×8時間÷365日×243日÷0.5人＝2.66時間） 

（注２） このほか、調理員４名中２名は、ユニット担当に組み込むことも可能と見込まれ、２名を４ユニットに分けると、1ユニット0.5人
であり、５．３時間を1.5人配置から２人配置に引上げ可能（0.5人×8時間÷365日×243日÷0.5人＝5.33時間） 

従来 
 施設固定部分 11人 
 基本配置現行 10.8人 
            ＝21.8人 

目標水準＋小規模ケア 
施設固定部分  11人 
基本配置   13.4人 
里親担当         1人 
小規模ケア    4人    

           ＝29.4人 

乳児院のモデル施設(児童定員２０人＝小規模ケア４グループ×５人）の人員配置のイメージ 

 現行の施設固定部分 （１１人）  
施設長１、事務員１、心理療法担当職員１、 
家庭支援専門相談員１、個別対応職員１、 
栄養士１、調理員等４、小規模施設加算１        

 今後新設予定 （１人） 
   里親担当職員１   

配置基準 定員20人中、０・１歳13.6人、２歳4.6人、 
３歳1.8人の場合の職員数 0・1歳児 ２歳児 ３歳以上 

現行 1.7：１ ２：１ ４：１ 13.6÷1.7 + 4.6÷4 + 1.8÷4 ＝ 10.8人 
目標水準 1.3：１ ２：１ ３：１ 13.6÷1.3 + 4.6÷2 + 1.8÷3 ＝ 13.4人 

目標水準 
施設固定部分  11人 
基本配置   13.4人  
里親担当          1人 

           ＝25.4人 

○小規模ケア加算１名に加え、乳児院では宿直管理加算が非常勤0.4人分に充てられ、計１．４人の加算になる
ことから、基本配置を１．７：１から１．３：１に引き上げれば、上記の勤務ローテーションが可能な配置となる。 

（注）乳児院の小規模ケアは 
１グループ定員４～６人の
ため、定員５人のモデルで
試算 
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(3)社会的養護の高度化の計画的推進 

○施設運営の高度化を図る方法としては、全ての施設に措置費の改善をするとともに、質の改善を義務づける手
法がある。これは、全体の底上げを図っていく方法である。その際、実際に質の改善に結びつくよう、評価・
推進の仕組みが必要となる。 

○また、一方、国が指針を示し、施設がそれに沿って施設機能の高度化を推進する計画を策定して実施する場合
には、措置費の加算を行う手法も考えられる。これは、努力する施設にメリットを与えることにより、質の改
善を促す手法である。 

○両者を適切に組み合わせて、推進していくことが必要である。 

○なお、例えば、児童養護施設において、基本配置のを４：１への引上げを行うに当たっては、施設の小規模
化・施設機能の地域分散化に向けた計画の策定や、里親等支援の充実、地域支援の充実などを行うことを要件
とすることも考えられる。 

  ※今般、小規模グループケアを１施設上限３カ所から６カ所に拡大するに当たり、施設の小規模化とファミ
リーホーム開設を行う計画の策定や、里親支援を要件とすることとした。 

 

底上げ方式 加算方式 

両者の 
適切な 
組合せ 

・すべての施設に改善を義務づけ 
・すべての施設に措置費の引上げ 
・質の評価と推進の仕組み 

・指針を示して高度化を推奨 
・高度化に取り組む施設に措置費の引上げ 
・好取り組み事例の全体への普及 
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５．社会的養護の整備量の将来像 
(1) 社会的養護の児童の全体数 

○社会的養護の児童数は、この１０年間で１割増加している。子ども・子育てビジョンでは、被虐待児童の
相談の増加等にかんがみ、平成２０年度から平成２６年度までに１割以上の増となると見込んでいる。 

○その後の見通しについては、被虐待児童の発生率が更に増える可能性もあるが、家族再構築支援や、子育
て支援の施策の進展により、伸びを抑制できる可能性もあり、見通しは難しい。 

○当面、児童人口の推移と同じと仮置きして考えるとすれば、将来人口推計（高位推計）では、その後の１
０年間で、１８歳未満人口の１割縮小が見込まれており、これと同様の推移を見込むか、あるいは、人口
の縮小にかかわらず、少なくとも対象児童は減少しないと見込むことが考えられる。  

想定される将来像 

児童人口当たりの措置児童数
が１割増えると見込み、措置
児童数は概ね同じと見込む 

１８歳未満人口が１割減る 
ことにあわせ、措置児童数も
１割減と見込む 

平成２６年度 
（見込み） 

４万７６００人 

平成２１年度末 
４万６００人 

増える要素 ・潜在事例の掘り起こし 
      ・家庭の複雑さの進展 
抑制要素  ・子育て支援施策や家族

再構築支援の効果 

※措置児童数は、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療 
施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホーム、自立援助
ホームに措置等した児童数 

※平成２６年度の見込みは、子ども・子育てビジョンの児童養護
施設６１０カ所、里親等委託率１６％等の目標値と、現在の施
設の平均定員等からの試算 

平成１１年度末 
３万７１００人 
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(2) 施設数等 

○子ども・子育てビジョンにおいて、平成２６年度までに、児童養護施設は６１０か所、情短施設は４７か
所に増やす目標を設定。 

○その後は、施設を小規模化しつつ地域支援に力を入れるため、施設数は全体では現状維持が見込まれる。 

○情短施設は、複数設置の都道府県もあることから、更なる増設が必要。１０施設程度が児童養護施設から
転換すると見込むと、児童養護施設６００か所、情短施設５７か所となる。 

○乳児院、児童自立支援施設、母子生活支援施設については、概ね現状維持を見込む。 

○地域小規模児童養護施設は、児童養護施設１施設に１か所、自立援助ホームは、児童養護施設２施設に 
１か所を見込む。ファミリーホームは、里親等委託率の引上げに伴い、５０００人程度を見込んで１０００か
所程度を見込む。児童家庭支援センターは、児童養護施設や乳児院の標準装備としていく。 

   平成２３年４月 平成２６年度 
※は子ども・子育てビジョ
ンの目標値 

想定される将来像 

児童養護施設   ５８７か所   ６１０か所 ※   ６００か所程度 
 地域小規模児童養護施設   ２１９か所   ３００か所 ※   ６００か所程度 
乳児院   １２９か所   １３０か所   １３０か所程度 
情緒障害児短期治療施設    ３７か所    ４７か所 ※    ５７か所程度 
児童自立支援施設    ５８か所    ５８か所    ５９か所程度 
母子生活支援施設   ２６２か所   ２６２か所   ２６２か所程度 
自立援助ホーム    ７６か所   １６０か所 ※   ３００か所程度 
ファミリーホーム   １２６か所   １４０か所 ※  １０００か所程度 

児童家庭支援センター        ８２か所     １２０か所 ※ 児童養護施設・乳児院 
の標準装備としていく 
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(3) 里親等委託率 

○里親等委託率（乳児院、児童養護施設、里親、ファミリーホームへの措置児童合計に対する里親及びファミリー
ホーム措置児童数の割合）は、平成１４年度の７．４％から２１年度の１０．８％まで、７年間で１．４６倍に増加。 

 子ども・子育てビジョンでは、平成２６年度に１６％とする目標を設定している。 

○欧米主要国で３割～７割であることを踏まえ、その後の十数年間で、里親等委託率を３割以上へ引き上げ
ることを目標とする。 

○そのためには、現在３万人の児童養護施設について、小規模化と施設機能の地域分散化により、２万人程
度に抑え、里親やファミリーホームを大幅に増やして移行させることが必要 

平成２１年度 
（年度末実績） 

平成２６年度 
（想定数） 

想定される将来像 

施
設
養
護 

①児童養護施設 
（地域小規模を除く） 

２９，５８７人 ３１，９００人程度 ２０，０００人程度 
うち半数はグループホームに 

②地域小規模児童養護施設 １，００７人 １，６００人程度 ３，２００人程度 

③乳児院 ２，９６８人 ３，３００人程度 ３，０００人程度 

家
庭
的 

養
護 

④ファミリーホーム ２１９人 ７００人程度 ５，０００人程度 

⑤里親委託児童 ３，８３６人 ６，３００人程度 ７，１００人程度  
～１２，５００人程度 

合計数（①～⑤） ３７，６１７人 ４３，８００人程度 ３８，３００人程度 
～４３，７００人程度 

里親委託率（④＋⑤）／（①～⑤） １０．８％ １６％ ３１．６％～４０．０％ 
(人数は一定の条件での試算） 
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本体施設 乳児院       ３,０００人程度 
児童養護     １１,０００人程度 
                     計   １４,０００人 程度 

(37%) ～ (32%) 
グループ
ホーム 

地域小規模児童養護       ３，２００人程度 
小規模ケアのグループホーム型  ９，０００人程度 

                  計１２，２００人程度 
(32%) ～ (28%) 

家庭的養護 里親       ７，１００人程度  ～ １２，５００人程度 
ファミリーホーム        ５，０００人程度 

            計  １２，１００人 程度 ～ １７，５００人程度 
(32%) ～  (40%)   

児童数合計                                        ３８，３００人 ～ ４３，７００人 
(人口比例で１割縮小の場合)     (縮小しない場合) 

＜想定される将来像＞ 
本体施設・グループホーム・里親等をそれぞれ概ね３分の１に 

(4) 施設機能の地域分散化の姿 

○日本の社会的養護は、現在、９割が乳児院や児童養護施設で、１割が里親やファミリーホームであるが、
これを、今後、十数年をかけて、 
(a) 概ね３分の１が、里親及びファミリーホーム 
(b) 概ね３分の１が、グループホーム 
(c) 概ね３分の１が、本体施設（児童養護施設は全て小規模ケア） 
という姿に変えていく。 

本体施設 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
家庭的養護 

＜現在＞ 
施設９割、里親等１割 

(人数は一定の条件での試算） 
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（参考）社会的養護の充実のためのステップ 

直ちに行った事項 
①平成２３年４月の実施要綱等改正（４月実施） 
②里親委託ガイドライン策定（4月実施） 
③里親委託率の伸びの大きい自治体の取組事例集

の作成・各自治体への提供（５月） 
④当面の最低基準改正（6月17日施行） 

平成２３年度に行う事項 
①当面の省令改正事項（施設長資格要件、 

第三者評価義務づけ等） 
②施設運営指針の作成（６種別ごと） 
③施設運営の手引書等の作成（６種別ごと） 
④第三者評価の評価基準等の検討  
⑤里親委託推進のフォローアップ 等 

平成２４年度以降に行う事項 
新たな予算措置が必要な改善事項 

 中長期的な取組み ～社会的養護のハード・ソフトの変革 
家庭的養護の推進、施設機能の地域分散化、本体施設の小規模化・高機能化、 
専門的ケアの充実、自立支援の充実、家族支援・地域支援の充実 等   

人員配置の目標水準を 
念頭に置いた引上げ 
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